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保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
人
は
、申
請
し
て
認

め
ら
れ
る
と
保
険
料
の
納
付
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

対
象
／
本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
所
得
が
一

定
以
下
の
人

免
除
の
種
類
／

①
全
額
免
除
（
納
付
な
し
）

②
4
分
の
3
免
除
（
4
分
の
1
納
付
）

③
半
額
免
除
（
半
額
納
付
）

④
4
分
の
1
免
除
（
4
分
の
3
納
付
）

※
全
額
免
除
以
外
の
人
は
、
減
額
さ
れ
た
保
険

料
を
納
付
し
な
い
と
、
そ
の
期
間
の
免
除
は

無
効
（
未
納
と
同
じ
）
に
な
り
ま
す
。

「免除・納付猶予制度」は 
  未納より断然お得！

国
保
年
金
課
ま
た
は
富
士
年
金
事
務
所
に
申

請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

持
ち
物
／
年
金
手
帳
、
印
鑑
な
ど

注
意
／

·
前
年
の
所
得
が
あ
る
人
は
、
所
得
申
告
が
必

要
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

·
本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
い
ず
れ
か
が
離

職
し
た
年
の
翌
々
年
の
6
月
ま
で
の
期
間
に

つ
い
て
、免
除・納
付
猶
予
制
度
を
申
請
す
る

と
き
に
は
、
離
職
票
ま
た
は
雇
用
保
険
受
給

資
格
者
証
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

·
原
則
、
毎
年
申
請
が
必
要
で
す
。

免除・納付猶予制度
国民年金保険料の納付が困難なときは

国民年金第 1号被保険者（20歳以上60歳未満で厚生年金などに加入していない自営業
などの人）で、保険料の納付が困難な人は、国民年金保険料免除・納付猶予制度（学生
は、学生納付特例制度）を利用できます。手続をすると、前年所得などの審査が行われ、
認められると保険料の納付が免除または猶予されます。
また、出産前後の一定期間の保険料が免除される制度もあります。

問合せ

国  

民  

年  

金

あ
れ
こ
れ

知って得する !

令
和
2
年
度
分（
令
和
2
年
7
月
〜

令
和
3
年
6
月
分
）の
免
除
申
請
は
、

7
月
1
日（
水
）か
ら
受
け
付
け
ま
す
。

受
付
開
始
直
後
は
、
窓
口
が
非
常

に
混
み
合
い
ま
す
。
時
間
に
余
裕
を

持
っ
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。

平
成
31
年
2
月
1
日
以
降
に
出
産
し
た
国
民

年
金
第
1
号
被
保
険
者
は
、
届
出
を
行
う
こ
と

で
出
産
前
後
の
一
定
期
間
に
お
い
て
国
民
年
金

保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

届
出
は
出
産
予
定
日
の
6
か
月
前
か
ら
行
う

こ
と
が
で
き
ま
す
。
年
金
手
帳
と
母
子
健
康
手

帳
を
持
っ
て
国
保
年
金
課
の
窓
口
へ
お
越
し
く

だ
さ
い
。

産
前
産
後
免
除
期
間
は
、
保
険
料
を
納
め
た

期
間
と
し
て
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
額
に
反
映

さ
れ
る
の
で
、
法
定
免
除
、
申
請
免
除
、
納
付

猶
予
ま
た
は
学
生
納

付
特
例
が
認
め
ら
れ

て
い
る
人
も
届
出
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

富士年金事務所（〒416-8654　横割3-5-33）
161-1900　Bhttps://www.nenkin.go.jp

国保年金課 国民年金担当（市役所3階）
155-2755　551-2521

をご利用
ください

免除・納付猶予が認められた期間は、
老後や、もしものときの年金を受け取
るために必要な期間である、受給資格
期間や金額に反映されます（下表参照）。
また、10年以内なら、追納すること
で老齢基礎年金を満額に近づけること
ができます。ただし、2年を経過した
次の 4月から納付する分については、
当時の保険料に一定の加算額が上乗せ
されます。
制度を利用した場合と未納の場合の比較

免除 納付
猶予 未納

老齢基礎年金
受給資格期間 入る 入ら

ない
老齢基礎年金額
への反映

一部
あり なし

障害基礎年金・
遺族基礎年金
受給資格期間

入る 入ら
ない

納付可能期間 10年以内 2年
以内

免
除
制
度

納
付
猶
予
制
度

保
険
料
の
納
付
が
困
難
で
、
納
付
に
猶
予
が

必
要
な
人
は
、
申
請
し
て
認
め
ら
れ
る
と
、
保

険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

対
象
／
本
人
・
配
偶
者
の
所
得
が
一
定
以
下
で

20
歳
以
上
50
歳
未
満
の
人

申
請
方
法

産
前
産
後
免
除
申
請

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

に
よ
り
収
入
が
減
少
し
た
人
は
、
臨
時
特

例
措
置
と
し
て
、
所
得
の
申
立
書
を
提
出

す
る
こ
と
で
、
令
和
２
年
2
月
分
以
降
の

国
民
年
金
保
険
料
が
免
除
さ
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
制
度
の
詳
細
や
申
請
方
法
に

つ
い
て
は
、
日
本
年
金
機
構
の
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
を
ご
確
認
い
た
だ
く
か
、
富
士
年
金

事
務
所
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
に
関
す
る
免
除
申
請

▲詳しくは
こちら

※免除期間に応じて将来の年金受給額
が減額されます。


